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災
害
へ
の
備
え
と
対
策

雨
期
の
安
全
確
保
を

土
砂
災
害
警
戒
情
報
を

　
　
　
　
　
　

ご
存
知
で
す
か
？

１
．
土
砂
災
害

佐
賀
県
と
佐
賀
地
方
気
象
台
が
共
同
で
発

表
す
る
防
災
情
報
で
す
。

発
表
さ
れ
る
基
準
は

　

こ
の
情
報
は
、
迅
速
な
避
難
に
よ
り
土

砂
災
害
に
よ
る
人
的
被
害
を
な
く
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
り
、
大
雨
警
報
発
令
中

に
、
佐
賀
県
と
佐
賀
地
方
気
象
台
が
市
町

単
位
で
土
砂
災
害
の
発
生
危
険
度
を
判
定

し
、
危
険
度
が
高
ま
っ
た
場
合
に
発
表
さ

れ
ま
す
。

誰
に
発
表
さ
れ
る
の
？

　

佐
賀
地
方
気
象
台
か
ら
佐
賀
県
危
機
管

理
セ
ン
タ
ー
を
介
し
神
埼
市
へ
通
知
さ

れ
、
対
象
地
区
の
区
長
さ
ん
へ
伝
達
さ
れ

る
ほ
か
、
神
埼
市
や
気
象
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
や
テ
レ
ビ
等
の
報
道
機

関
に
も
伝
達
さ
れ
住
民
の
皆
さ
ん
に
通
知

さ
れ
ま
す
。

発
表
さ
れ
た
時
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

　

土
砂
災
害
危
険
箇
所
や
土
砂
災
害
警
戒

区
域
の
近
く
に
い
る
人
は
、
避
難
勧
告
等

の
発
令
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
に
早
め
に
避

難
す
る
方
法
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

２
．
風
水
害

　

大
雨
の
際
に
は
、
雨
量
や
自
宅
付
近
を
流
れ

る
川
の
水
位
が
気
に
な
る
も
の
で
す
。

　

各
河
川
の
水
位
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
省

「
川
の
防
災
情
報
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

す
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
か
、
越
水
や
破
堤
の
危

険
が
高
ま
っ
た
際
に
は
神
埼
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
対
象
河
川
の
沿
線

地
区
の
区
長
さ
ん
へ
伝
達
し
ま
す
。

台
風
の
接
近
や
大
雨
が
予
測
さ
れ
る
時
は

◆
屋
外
で
は

 

・
物
干
し
竿
や
物
干
し
台
は
寝
か
せ
、
自
転
車

な
ど
は
飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
柱
な
ど
に
結

び
つ
け
て
お
く
。

 

・
庭
木
に
支
柱
を
立
て
た
り
、
植
木
鉢
や
ゴ
ミ

箱
な
ど
は
屋
内
に
入
れ
て
お
く
。

 

・
側
溝
や
雨
ど
い
・
雨
マ
ス
に
溜
ま
っ
た
落
ち

葉
な
ど
を
取
り
除
き
排
水
を
よ
く
す
る
。

 

・
窓
や
雨
戸
を
し
っ
か
り
と
閉
め
、
外
側
か
ら

板
な
ど
で
補
強
し
て
お
く
。

 

・
瓦
や
ト
タ
ン
が
飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
補
強

し
て
お
く
。

 

・
浸
水
の
危
険
が
あ
る
場
合
は
日
頃
か
ら
土ど

嚢の
う

な
ど
を
準
備
し
て
お
く
。

◆
屋
内
で
は

 

・
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

な
ど
の
気
象
情

報
に
十
分
注
意
す

る
。

 

・
浸
水
に
備
え
て
、

家
財
道
具
や
食

料
、
衣
類
・
寝
具

な
ど
の
生
活
用
品
は
高
い
場
所
へ
移
動
さ

せ
、
貴
重
品
な
ど
の
非
常
持
ち
出
し
品
を
準

備
す
る
。

 

・
懐
中
電
灯
や
予
備
の
電
池
を
準
備
す
る
。

 

・
飲
料
水
を
確
保
す
る
。
浴
槽
に
水
を
張
る
な

ど
し
て
生
活
用
水
を
確
保
す
る
。

 

・
外
か
ら
の
飛
散
物
に
備
え
て
カ
ー
テ
ン
や
ブ

ラ
イ
ン
ド
を
下
ろ
し
て
お
く
。

大
雨
の
時
、
気
に
な
る
川
の
水
位

水位の呼称 住民・市の行動 （例）城原川・
日出来橋

水防団待機水位 水防団（消防団）出動準備 ２.００ｍ

氾濫注意水位
住民：氾濫に関する情報に注意
市 ：避難準備情報の発令を判断
水防団（消防団）出動

２.５０ｍ

避難判断水位 住民：避難を判断（自主避難の開始）
市 ：避難勧告の発令を判断 ３.５０ｍ

氾濫危険水位 住民：避難を開始
市 ：避難指示の発令を判断 ４.３２ｍ
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３
．
避
難

　

災
害
発
生
が
予
測

さ
れ
る
際
は
、
テ
レ

ビ
・
ラ
ジ
オ
の
災
害

情
報
に
併
せ
、
関
係

機
関
や
市
の
災
害
対

策
本
部
か
ら
の
情
報

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

不
安
を
感
じ
た
ら
早
め
に
避
難
を
開
始
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
避
難
さ
れ
る
際
は
１
人
で
行
動
せ
ず

に
近
所
の
人
達
と
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
避
難

し
ま
し
ょ
う
。

　

避
難
を
開
始
す
る
と
き
は
、
火
の
元
の
点
検

と
戸
締
り
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
避
難
情
報

　

市
で
は
、
気
象
官
署
・
砂
防
関
係
機
関
等
か

ら
の
情
報
と
巡
視
等
に
よ
る
土
砂
災
害
の
前
兆

現
象
な
ど
を
基
に
「
神
埼
市
避
難
勧
告
等
の
判

断
・
伝
達
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
よ
り
避
難
情
報
を

発
令
し
ま
す
。

　

災
害
発
生
の
危
険
性
が
高
ま
っ
た
際
に
、
市

の
災
害
対
策
本
部
や
区
長
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・

広
報
車
な
ど
か
ら
避
難
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
場

合
に
は
、
次
の
よ
う
な
行
動
が
と
れ
る
よ
う
確

認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
早
期
に
災
害
情
報
連
絡
室
を
立
ち
上

げ
、
必
要
に
応
じ
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
て

市
民
へ
の
情
報
伝
達
、
安
全
確
保
に
努
め
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
対
応
に
は
限
界
が
あ

り
ま
す
。
災
害
の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
行
政
の
対
応
力
は
小
さ
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　

市
で
は
、災
害
に
備
え
定
期
的
な
防
災
訓
練
・

情
報
伝
達
訓
練
の
実
施
、避
難
所
用
品
の
備
蓄
、

防
災
行
政
無
線
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お

り
ま
す
が
、
市
民
の
負
託
に
１
０
０
％
応
え
る

に
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
今
後

の
防
災
対
策
に
お
い
て
は
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご

協
力
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

　

被
災
直
後
に
自
分
と
家
族
を
守
る
の
は
「
自

助
」
の
力
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　

そ
し
て
、
自
分
一
人
で
は
対
応
で
き
な
い
時

に
、
頼
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
共
助
」
の
力

で
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
可
能
な
ら
ば
自
分
が

「
共
助
」
に
参
加
す
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
行
政
は
最
善
を
尽
く
し
対
応
に

努
め
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
公
助
」
が
活

動
を
始
め
て
も
、
そ
の
援
助
の
手
が
円
滑
に
住

民
一
人
ひ
と
り
に
届
く
た
め
に
は
「
共
助
」
と

の
連
携
が
必
要
で
す
。 

　

こ
う
し
た
連
携
が
、
地
域
、
そ
し
て
市
民
の

皆
さ
ま
の
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

自
助
と
は

　

自
ら
の
身
は
自
分
で

守
る
と
い
う
考
え
方
で

す
。
普
段
か
ら
災
害
に

関
す
る
知
識
を
身
に
つ

け
、
災
害
を
正
し
く
理

解
し
何
を
備
え
て
お
け

ば
よ
い
か
を
家
族
で
話
し
合
う
な
ど
し
て
、
災

害
に
対
す
る
準
備
を
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

共
助
と
は

　

自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
は
自
分
た
ち

で
守
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
災
害
時
に
頼
り

に
な
る
の
が
顔
見
知

り
の
隣
近
所
の
方
で

す
。
地
域
で
話
し
合
い

の
場
を
設
け
地
域
ぐ

る
み
で
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

公
助
と
は

　

市
や
消
防
、
警
察
な
ど
の
地
方
公
共
団
体
、

消
防
団
、
自
衛
隊
な
ど
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

総
務
課

　

☎
３
７

－

０
１
０
０

【避難所一覧】
神埼町 千代田町 脊振町

◆神埼市中央公民館 ◆千代田町保健センター ◆神埼市脊振公民館
神埼小学校 千代田西部小学校 脊振小学校
神埼中学校 千代田中部小学校 脊振中学校
神埼中央公園体育館 千代田中学校 脊振勤労者体育館
神埼町保健センター 次郎体育館 倉谷避難所
西郷小学校 千代田文化会館 脊振２０００年館
Ｂ＆Ｇ海洋センター 千代田東部小学校 久保山消防詰所
仁比山小学校 鳥羽院山荘
神埼高校
神埼清明高校

◆は、早期開設避難所

避難情報の種類 内　　容 市民の皆さんがとるべき行動

避難準備情報

高齢者や体が不自由な方など、
避難に時間を要する人たちが
いち早く避難できるよう、避難
勧告に先立って発令するもので
す。

ひとり暮らしの高齢者や体の不
自由な人などは避難を開始して
ください。それ以外の人は、家
族の連絡、非常持ち出し品の準
備など、すぐに避難できる準備
を開始してください。

避難勧告 災害の発生する可能性が高まっ
たときに発令するものです。

避難場所へ避難を開始してくだ
さい。

避難指示
避難勧告より強いもので、災害
発生の危険性が非常に高いとき
に発令するものです。

避難をしていない人は、ただち
に避難してください。

災
害
時
の
安
全
を
守
る
た
め
に

市
民
の
連
携
が
大
き
な
力
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６
月
定
例
議
会
開
か
れ
る

  「市長と語る会」を開催します

　

市
議
会
６
月
定
例
会
が
６
月
３
日

か
ら
28
日
ま
で
の
26
日
間
開
か
れ
、

平
成
23
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
案

な
ど
、
９
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
一
般
会
計
補
正
額
は
５
２

９
８
万
４
千
円
で
、
補
正
後
の
総
額

は
１
４
９
億
１
０
９
８
万
４
千
円
と

な
り
ま
す
。

　

主
な
新
規
事
業
と
し
て
、
東
日
本

大
震
災
被
災
地
支
援
職
員
派
遣
費
と

し
て
２
１
５
万
５
千
円
。
農
地
・
水

保
全
管
理
の
た
め
の
補
修
更
新
活
動

に
６
７
２
万
７
千
円
。
荒
廃
し
た
民

有
林
の
公
的
管
理
を
進
め
る
事
業
に

２
０
０
万
円
を
予
算
化
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
内
に
避
難
さ
れ
た
被
災

者
の
生
活
支
援
を
行
う
た
め
、
県
か

ら
の
緊
急
雇
用
対
策
支
出
金
３
２
３

６
万
３
千
円
を
使
い
、
観
光
案
内
所

の
サ
ポ
ー
ト
業
務
な
ど
４
事
業
で
合

計
23
人
の
雇
用
を
創
出
し
ま
す
。

○一般会計補正予算の主な内容（☆は新規事業）  単位：千円
事業名 補正予算額 事業の内容 担当課

☆ 東日本大震災被災地支援費 2,155 佐賀県と協力しながら、被災地へ職員を派遣し、避難所運営または行政支援などを行う。
総務課
☎37－0100

さがの強い園芸農業確立対策事業 2,514 園芸農業の振興を図るため、ハウス施設や省力化機械などの整備に対して支援を行う。

農林水産課
☎37－0106

☆ 農地・水保全管理支払交付金事業 6,727
集落 ( 活動組織 )が主体となって行う農地周りの
水路、農道施設の長寿命化のための補修、更新活
動を支援する。

☆ 重要森林公有化等支援事業 2,000
地域住民の安全で安心した暮らしを守るなど、森
林の公益的機能が期待される重要な森林で荒廃、
またはその恐れのある民有林の公的管理を進める。

緊急雇用対策事業 32,363
神埼市内在住の東日本大震災被災者を対象に、生
活支援を行うための事業を創出する。被災者の求
職がない場合は、事業を行わない。

商工観光課
☎37－0107

道路橋梁新設改良事業 (単独 ) 4,011
進出予定企業からの操業スケジュールが提示され
たため、第２期市道朝日工業団地線整備に伴う交
差点改良測量、設計業務を実施する。

建設課
☎37－0103

神埼市理科土曜講座委託料 998 佐賀大学と教育委員会が連携し、市内小中学生と保護者を対象に科学に親しむ機会を提供する。
学校教育課
☎44－2384

コミュニティ助成事業 6,000
集会施設やコミュニティ活動備品の整備、安全な
地域づくりと共生のまちづくりなどに助成を行
い、地域コミュニティ活動の充実・強化を図る。

市長公室
☎37－0102

　市内７小学校区ごとに、「市長と語る会」を開催します。
　どなたでもお気軽にご参加いただき、市政に対するご意見をお
聞かせください。

日　程 時　間 校　区 場　所

７月

22日（金）

20：00～
　21：30

仁比山 仁比山保育園　サロン室
25日（月） 西郷 ＪＡさが西郷支所　大会議室

27日（水） 千代田
東部 三神地区汚泥再生処理センター大会議室

８月

１日（月） 千代田
西部 ちよだ保育園　子育てサロン室

３日（水） 脊振 脊振公民館　大会議室

４日（木） 千代田
中部 千代田総合支所２－２会議室

５日（金） 神埼 神埼市中央公民館　第１研修室
○出席者　市長、副市長、教育長、総務企画部長
◎問い合わせ先　神埼市役所　市長公室　☎ 37－ 0088

夜の市長室

どんなことでも構いません。
　皆さまの声をお聞かせください！

○今後の予定

と　き と こ ろ
８月２日（火） 千代田総合支所
９月６日（火） 脊振総合支所

　18：00～ 20：00（１組 30 分程度）
※当日は、来庁順で受け付けを行います。
※お住まいの地区に関係なくお越しいた
だけます。
◎問い合わせ先
　神埼市役所　市長公室　☎ 37 － 0088
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100 円宅地 定住者募集

王仁博士の生誕地を訪ねて―「訪問団員」募集！
わ に

　神埼市では、市内に数多く存在する歴史文化遺産をまちづく
りや観光資源として活かすため、平成 22年２月に「神埼市歴
史文化遺産を活かしたまちづくり基本計画」を策定しました。
　神埼町竹原の「王仁天満宮」と、日本に初めて漢字を伝えた
とされる王仁博士との関連性に着目し、昨年に引き続き王仁博
士の生誕地である韓国霊岩郡生誕地史跡訪問事業を行います。
　神埼市と韓国をもっと知るために、参加してみませんか。

○日　　程　８月 19日（金）～ 21日（日）＜２泊３日＞
○旅　　程（※交通手段…飛行機、大型バス）
　（１日目）神埼市役所～福岡空港～金海空港（釜山）～霊岩郡泊
　（２日目）霊岩郡生誕地史跡巡り～釜山市内泊
　（３日目）韓国歴史文化巡り～金海空港（釜山）
　　　　　　　　　　　　　　　～福岡空港～神埼市役所
○募集人員　20人程度（子どもを含む。）
○対　　象　小学生以上
○応募締切　７月 13日（水）
○旅行代金（１人あたり）　59,800 円
※詳しくは、ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

　神埼町竹
たか

原
わら

の小高い丘の上に王仁（鰐）神社
はあります。すぐ目の前に吉野ヶ里の丘が広が
り、弥生の建物群を望むことができます。
　創建は古く、定かではありません。祭神とし
て鰐大明神と熊野三社が祭られているところか
ら、お伊勢参りでの渡海者の安全を祈願しての
ものと思われていましたが、その近くに「王仁
天満宮」と刻まれた小さな石碑が祭られていた
ことから「王仁博士」の存在が浮かび上がって
来ました。
　王仁博士は、４世紀末、応神天皇に招かれて
百済の霊岩上台浦から出港、日本に来たと伝え
られている人です。「論語１０巻」「千字文１巻」
を持参、更に陶工、冶工、瓦工、織工など百済
の優秀な技術集団を伴って渡来しました。
　応神天皇の皇子の師となり、日本に初めて漢
字を伝え、学問や儒教など人倫の基礎を立て、
技術工芸を伝授して飛鳥文化、奈良文化の礎を
築き、政治経済と文化芸術の花を開かせます。
　王仁博士が最初に日本のどこに上陸したか記
録にありませんが、眼前の吉野ヶ里に渡来した
人々と同じ海の道、潮の流れをたどったという
ことも十分考えられることです。
　当時の海岸線の近さや、城原川、田手川に直
結した干満の差６ｍの満ち潮の勢いを考えると
まずこの地へ・・・と想いを馳せることができ
ます。

「王仁神社と王仁博士」

◎問い合わせ先　　神埼市役所　商工観光課　☎37－0107　FAX52－ 1120

　

ふ
る
さ
と
定
住
宅
地
造
成
事
業
「
100
円
宅
地
」
の
定

住
者
を
募
集
し
ま
す
。

○
募
集
期
間　

　

７
月
４
日
（
月
）
か
ら
８
月
31
日
（
水
）
ま
で

○
場
所　

脊
振
町
広
滝
字
勝
陣

○
区
画　

１
区
画

○
面
積　

４
０
９
．３
２
㎡（
１
２
３
坪
）

○
貸
付
料　

　

1
坪
当
た
り
月
1
0
0
円

　
（
支
払
期
間
は
、
15
年
間
）

○
貸
付
期
間

　

契
約
締
結
日
か
ら
譲
渡
を
受
け
る
日
ま
で

　
（
譲
渡
は
転
入
の
日
か
ら
15
年
経
過
後
）

※
詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、

市
役
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

市
長
公
室　

☎
３
７

－

０
１
０
２

神
埼
を
情
報
発
信

神
埼
市
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
プ
レ
・
オ
ー
プ
ン
中
で
す

　

神
埼
市
で
は
、
歴
史
文
化
や
自
然
・
産
業
・
人
な
ど
神
埼

の
様
々
な
地
域
資
源
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
発

信
す
る
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
築
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
地
域
資
源
調
査
成
果
の
一
部
を
プ
レ
・
オ
ー
プ
ン

と
し
て
発
信
し
、「
神
埼
市
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を
知
っ

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
市
民

の
皆
さ
ま
か
ら
の
新
た
な
情
報

提
供
な
ど
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

本
格
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

多
く
の
閲
覧
（
ア
ク
セ
ス
）

と
情
報
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
ア
ク
セ
ス
は
、
パ
ソ
コ

ン
か
ら
下
記
の
ア
ド
レ
ス
へ
。

◎
問
い
合
わ
せ
先　

　

神
埼
市
役
所　

政
策
推
進
室

　

☎
３
７

－

０
１
０
２
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夏の準備はお済ですか？
10年保証付のお得なエアコンあります！

キャンペーン販売中！キャンペーン販売中！キャンペ ンキャンペ ンキャンペ ンキャンペ ン
エアコンエアコン

20台限定

有
料
広
告

暑
い
夏
を
乗
り
切
る
た
め
に

暑
い
夏
を
乗
り
切
る
た
め
に

〜 

熱
中
症
は
予
防
が
大
切 

〜

〜 

熱
中
症
は
予
防
が
大
切 

〜

　毎日暑い日が続きます。今年は東日本大震災の影響もあり、節電に取り組
まれているご家庭も多いことと思われますが、7月から 8月にかけて非常に
多くなるのが「熱中症」です。
　私たちの体には、血管を広げて体の表面から外気中に体内の熱を出やすく

したり、汗をかいて蒸発させたりして体の中の温度が急激に上昇するのを防ぐ機能があります。
ところが、気温が高すぎたり湿度が高いと、外気中にうまく熱を逃がすことができず、その機能
がうまく働かなくなってしまいます。これが熱中症の原因です。
　屋内でも熱中症は起こります。　特に、「暑い」「湿気が多い」「風がない」「直射日光があたる」
等の条件がある日は要注意です。

①暑さを避けましょう！　日傘・帽子の利用や、日陰を歩く、室内の風通しを良くするなど。
②服装を工夫しましょう！　吸水性や通気性に優れた服や下着を着用するなど服装を工夫。　
③のどが乾く前にこまめに水分を補給しましょう！
　　特に高齢の方は、のどの渇きを強く感じにくいため、水分不足になりが
ちです。時間を決めてこまめに水分を補給しましょう。
　　ただし、アルコールは尿の量を増やし体内の水分を出してしまいます。
　　ビール等で水分の補給はできません。
④急に暑くなる日に注意しましょう！
　　熱中症は、梅雨明け頃に多発する傾向があります。
　暑くなり始めや急に暑くなる日、熱帯夜の翌日には特に気をつけましょう。
⑤ご自身の体調の変化に敏感になりましょう！
　　熱中症は、健康な方でもなります。こまめに休憩をとり、いつもと違う感じがあれば早めに
対処しましょう。乳幼児や高齢者、前の晩に深酒をした人や朝食を抜いた人、また風邪を引い
ている人、下痢などで脱水症状のある人などは特にご注意。暑いと、それだけでも体力を消耗
しがちなので睡眠を十分に取るなど、日ごろから体調管理を行うことも重要です。

もしかして熱中症かな？と思ったら ①風通しの良い日陰や、冷房の効いた涼しい場所で休ませ衣服を緩める。
②うちわや扇風機で体の表面に風を送り、冷たいぬれタオルで、首や脇の下、足の付
け根を冷やす。

③スポーツドリンクなどで水分を補給する。
④症状がひどい場合はすぐに病院へ搬送する。
　参考：「今後の暑さ指数―環境省熱中症予防情報サイト」
　http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/

◎問い合わせ先　神埼市役所　保健環境課　☎51-1234

家
庭
ご
み
の
出
し
方
の
お
願
い

　

脊
振
広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
か

ら
、
家
庭
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

指
摘
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ご
み
の

分
別
に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
　○

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
（
緑
）

　

中
身
を
出
し
、
洗
浄
後
、
ふ
た
を

外
し
て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
外
の
も
の
（
ガ

ラ
ス
、
陶
磁
器
類
、
洗
剤
・
油
容
器

等
）
は
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

○
雑
紙
類
（
紙
袋
に
入
れ
て
ひ
も
で

く
く
る
）

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
加
工
さ
れ
た
紙
類

（
テ
ィ
ッ
シ
ュ
箱
、
窓
付
き
封
筒
等
）

は
分
別
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
聞
・
広
告
、
雑
誌
類
は
雑
紙
類

に
混
ぜ
な
い
で
く
だ
さ
い
。（
種
類

ご
と
に
ひ
も
で
く
く
っ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。）

○
空
缶
・
空
ビ
ン
（
ピ
ン
ク
）

　

中
身
を
抜
き
、
洗
浄
し
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

○
燃
え
な
い
ご
み
（
黄
）

　

鍋
や
容
器
に
中
身
（
生
ご
み
等
）

が
入
っ
た
ま
ま
出
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
た
め
、
分
別
し
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

農
業
器
具
等
は
入
れ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

　

　

皆
さ
ん
が
出
さ
れ

る
ご
み
は
、
リ
サ
イ

ク
ル
さ
れ
ま
す
。

　

分
別
を
き
ち
ん
と

行
う
こ
と
は
、
地
球

温
暖
化
防
止
に
も
貢

献
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

正
し
く
ご
み
を
分
別
し
、
ご
み
の

減
量
化
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
◎
問
い
合
わ
せ
先

　

脊
振
広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　

☎
５
１

－

９
０
１
０

　

神
埼
市
役
所　

保
健
環
境
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
２
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有
料
広
告

有
料
広
告

　後期高齢者医療の保険証をお持ちの皆さまへ
■被保険者証の有効期限は７月31日までです
　今お持ちの被保険者証（だいだい色）は７月 31日までの有
効期限となっています。
　新しい被保険者証（水色）は７月中に簡易書留で郵送しま
すので、８月以降にご使用ください。
　今お持ちの被保険者証は７月 31日までご使用いただき、そ
の後は、裁断等をして破棄していただくか、市役所または各
総合支所の後期高齢者医療担当に返却してください。

▽新しい被保険者証のイメージ　（水色）

▽減額認定証のイメージ（黄色）
■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方へ
　《減額認定証の有効期限は７月31日までです》
　現在お持ちの減額認定証の有効期限は７月 31日までとなっています。新
しい認定証は被保険者証の郵送（簡易書留）に同封して７月中に交付します。
　

　新しい被保険者証・減額認定証が届きましたら、住所・氏名・生年月日の
ご確認をお願いします。記載内容に誤りがある場合は、ご連絡ください。
■入院食事療養費の減免制度があります
　平成 22年中の所得により世帯の全員が住民税非課税の方は、平成 23年度
の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。
　病院等へ入院をされる場合にこの証を提示されると、自己負担額が軽減さ
れます。また食事代が減額され下表の額になります。
・申請場所　神埼市役所または各総合支所
・必要な書類等　被保険者証・印鑑
・すでに入院されている方　申請する方の入院期間がわかるもの（領収書等）

後期高齢者医療被保険者証　有効期限平成 24年 7月 31日
被保険者番号　　********
住　　所　　神埼市神埼町神埼○○○番地
氏　　名　　神埼　太郎
生年月日　　昭和○○年○○月○○日
資格取得年月日　　平成○○年○○月○○日
発効年月日　　平成○○年○○月○○日
交付年月日　　平成○○年○○月○○日
一部負担金の割合　　○割
保険者番号　　3941*****
保険者名　　佐賀県後期高齢者医療広域連合

▼入院食事代の標準負担額
区　　分 食事療養費

1 一般の被保険者 １食 260円

2 区分Ⅱ※
過去１年の入院日数が 90日以下 １食 210円
過去１年の入院日数が 90日を越える １食 160円

3 区　分　Ⅰ　※ １食 100円
※区分Ⅱ
　世帯全員が住民税非課税の方で区分Ⅰ以外の方。
※区分Ⅰ
　世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の
所得は控除額を 80万円として計算）を差し引いたときに０円となる方。

◎問い合わせ先
　神埼市役所　市民課　☎37－0115
　佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　      　☎ 64－8476

お願い



8市報かんざき 2011. ７月号

65
歳
以
上
の

皆
様
へ

平
成
23
年
度
の

　

介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
す

　

介
護
保
険
料
は
40
歳
以
上
の
皆
様
か
ら
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
年
齢
に
よ
り
納
付
の
方
法

が
異
な
り
ま
す
。
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
は

ご
加
入
の
医
療
保
険
と
合
わ
せ
て
納
め
て
い
た

だ
き
、
65
歳
以
上
の
方
は
特
別
徴
収
（
年
金
天

引
き
）
ま
た
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振

替
）
で
佐
賀
中
部
広
域
連
合
へ
納
付
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
方
の
平
成
23
年
度
の
介
護
保
険

料
は
、
す
で
に
仮
徴
収
し
て
い
ま
す
が
、
６
月

に
確
定
し
た
住
民
税
の
課
税
状
況
等
に
基
づ

き
、平
成
23
年
度
の
年
額
保
険
料
を
決
定
し
ま
す
。

　

決
定
し
た
保
険
料
の
通
知
書
は
7
月
中
旬
頃

に
送
付
し
ま
す
。

◆納め方は特別徴収と普通徴収の２通りです

 特別徴収（年金天引き）

 普通徴収（納付書・口座振替）

　老齢・退職・障害・遺族年金を年額 18万円以上受給され
ている方は、原則年金より天引きされます。
　すでに、４月、６月、８月 (※ )の徴収額（仮徴収額）は
仮算定していますので、今回決定した金額から仮徴収額を
差し引いた残りの金額を、10月、１2月、２月の３回に分
けて年金より天引きさせていただきます。
※　年度途中で 65歳になられた方、佐賀中部広域外から転
入された方などは、おおむね６ヶ月後から天引き開始
となります。

※　８月の保険料額が変わる場合もあります。

　老齢・退職・障害・遺族年金が年額 18万円未満の方、年
金をもらわれていない方、恩給などの受給者の方などは、
納付書または口座振替で納付していただきます。すでに４
月から７月分（仮徴収額）は仮算定していますので、今回
決定した金額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、８
月から３月の８回に分けて納付していただきます。
　納付には納付書のほか便利な口座振替もありますので、
ぜひご利用ください。すでに口座振替ご利用の方は引き続
き行います。

７
月
下
旬
か
ら
介
護
保
険
料

の
減
免
申
請
の
受
付
を
始
め

ま
す

　

７
月
中
旬
頃
に
送
付
す
る
平
成
23

年
度
保
険
料
の
納
入
通
知
書
に
減
免

に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
同
封
し
ま
す

の
で
、
減
免
要
件
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

●
対
象
と
な
る
方
（
次
の
す
べ
て
に

該
当
さ
れ
る
方
）

 

・
平
成
23
年
度
の
介
護
保
険
料
段
階

が
第
３
段
階
の
方

 

・
平
成
22
年
中
の
す
べ
て
の
収
入

が
88
万
円
以
下
の
方
（
世
帯
員
が

ひ
と
り
増
え
る
ご
と
に
41
万
円
加

算
）

 

・
住
民
税
課
税
者
と
生
計
を
と
も
に

し
て
お
ら
ず
、
住
民
税
課
税
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
な
い
方
（
健
康
保

険
の
扶
養
も
含
む
）

 

・
世
帯
全
員
の
預
貯
金
の
合
計
が
１

８
０
万
円
以
下
の
方

※
預
貯
金
額
に
は
、
国
債
・
生
命
保

険
の
返
戻
金
等
も
含
み
ま
す
。

 
・
居
住
用
以
外
の
活
用
で
き
る
不
動

産
が
な
い
方

●
申
請
の
方
法

　

次
の
書
類
な
ど
を
ご
持
参
の
上
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
７
月
中
旬
頃
に
送
付
し
た
通
知
書

 

・
平
成
22
年
中
の
収
入
が
わ
か
る
書

類
（
年
金
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

 

・
健
康
保
険
証

 

・
預
金
通
帳

 

・
生
命
保
険
証
書
等

 

・
印
鑑 

●
減
免
額

　

申
請
書
提
出
後
、
審
査
を
行
い
、

減
免
が
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
申
請

月
以
降
の
保
険
料
を
三
分
の
一
減
額

し
ま
す
。
た
だ
し
８
月
末
ま
で
に
申

請
さ
れ
た
場
合
に
限
り
４
月
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
減
額
し
ま
す
。

　

減
免
の
承
認
・
不
承
認
の
結
果
に

つ
い
て
は
、
決
定
後
に
通
知
い
た
し

ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
１

　

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

業
務
課

　

☎
４
０

－

１
１
３
５
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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場

合
に
は
、
本
人
の
申
請
手
続
に
よ
っ

て
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶

予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。（
次

の
３
種
類
）

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る

と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
や
、
い

ざ
と
い
う
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

必
ず
、
保
険
料
を
納
め
る
か
、
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
次
の

①
〜
③
の
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

※
離
職
者
等
の
方
は
所
得
に
関
係
な

く
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
役
所
ま
た
は
各
総
合

支
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

　

①
の
「
一
部
納
付
」
に
つ
い
て
は
、

一
部
納
付
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を

増
額
す
る
た
め
に
、
①
〜
③
の
期
間

に
つ
い
て
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る

（
追
納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
３
年
目
以
降
は
加
算

金
が
つ
き
ま
す
の
で
、
早
め
に
追
納

し
た
方
が
お
得
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
５

①全額免除・一部納付申請（４分の１納
付、半額納付、４分の３納付）
　本人・世帯主・配偶者の前年所得が一
定額以下の場合には、申請により保険
料の納付が全額免除または一部納付に
なります。 
　（承認期間は７月から翌年６月まで）

②若年者納付猶予申請
　30歳未満の方で、本人・配偶者の前年
所得が一定額以下の場合には、申請に
より保険料の納付が猶予されます。
　（承認期間は７月から翌年６月まで）

③学生納付特例申請
　学生の方で、本人の前年所得が一定額
以下の場合には、申請により保険料の
納付が猶予されます。
　（承認期間は４月から翌年３月まで）

日本脳炎予防接種

MR（麻疹風疹混合ワクチン）予防接種

予防接種の
ご案内　平成７年６月１日～平成 19年４月１日生まれの方は、日

本脳炎の予防接種が未完了になっている場合があります。
　母子手帳で接種歴を確認し、不足分があれば接種を受け
ましょう。

☆高校２年生相当年齢（平成６年４月２日～平成７年４月１
日生まれ）の方は、海外旅行などの事情があれば、MR予防
接種を受けることができます。

　平成７年６月１日～平成 19年４月１日生まれの
方は、日本脳炎の予防接種の接種期間が 20歳未満
まで延長されました。

※すでに１回～２回接種されていた方は、前
回の接種から間隔があいていても差し支え
ないので、（最低６日をあけて）残りの回数
を接種してください。なお、接種スケジュー
ルはかかりつけ医ともご相談ください。
※これまで１回も接種されていない方は、標
準の接種間隔（右の表）で接種してください。
※予診票は各医療機関にあります。

　MR予防接種（第４期）は、高校３年生相当年齢の方が対
象ですが、海外へ行くなどの事情があれば、高校２年生相当
年齢の方も対象となります。
　学校関係の行事で海外に行く場合は、学校を通して予診票
を配布される予定です。学校行事以外で海外へ行くなどの理
由で接種を希望される場合は、お問い合わせください。
※この措置は、平成 23年度限りです。

　接種は佐賀県内の委託医療機関で受け
られます。委託医療機関は佐賀県のホー
ムページや下記問い合わせ先にてご確認
ください。

参考【標準的な接種スケジュール】  
年　　齢 回数と間隔

１期初回 生後６か月以上 90カ月未満
標準的な接種年齢…３歳

２回
（６日から28日あける）

１期追加 生後６か月以上 90カ月未満
標準的な接種年齢…４歳　

１回
（１期初回終了後、お
おむね１年あける）

２期 ９歳以上 13歳未満
標準的な接種年齢…９歳

１回
（１期終了後、おおむ
ね５年あける）

◎問い合わせ先
　神埼町保健センター　　　　　☎51－1234
　千代田町保健センター　　　　☎44－2021
　脊振総合支所　健康づくり係　☎59－2111




